
 平 成 １４ 年 ８ 月

 行 政 改 革 実 施 計 画
 （平成１４年度～平成１７年度）

 芦 　 　屋  　　市



  　   　この実施計画は，平成１４年２月に策定した「行政改革実施計画」を見直したものであり，今回新たに９項目を追加し，

  　   取り組むものとします。

   　  １　計画期間は，平成１４年度から平成１７年度までの４ヵ年とします。

 　    　　なお，中長期にわたって改革すべき項目については，平成１８年度以降も継続して取り組むものとします。

 　    ２　改革項目については，行政改革大綱の基本計画に基づき，「柔軟でスリムな行政システム」，「市民との協力による

  　   　行政システム」，「主体性を発揮できる行政システム」の３項目について具体化しました。

  　   ３　本計画の具体的な実施にあたっては，市民の皆様及び関係諸団体に十分説明し，提案すべきは提案して理解と協力を

 　　　　得ながら進めます。

     　  　また，必要に応じて「市議会」及び「芦屋市行政改革推進懇話会」に進捗状況を報告し意見等を求めるとともに，市

　　　　 民の皆様に対してもその結果を公表します。

   　　 　 なお，「芦屋市行財政改革推進本部」において，毎年必要な点検と見直しを行うものとします。

基　 本　 方　 針基　 本　 方　 針基　 本　 方　 針基　 本　 方　 針
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　　区　　分 　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 合　　　計

１ 効率的な事務事業の推進 1,190,869 2,850,944 2,155,220 1,383,220 7,580,253

２ 組織・機構の簡素合理化 22,000 22,000

３ 適正な定員管理 13,000 29,500 89,500 132,000

４ 適正な給与制度 232,643 411,407 386,347 383,794 1,414,191

５ 行政運営プロセスの改善

６ 公営企業の経営健全化の推進 [28,951] [98,924] [105,233] [105,233] [338,341]

1,423,512 3,275,351 2,571,067 1,878,514 9,148,444

１ 適切な市政情報の提供

 市民との協力による ２ 市民の行政参加システムの整備

　　　　　　　行政システム ３ 市民に分かりやすい行政手続きの推進

４ 公共的分野における民間との協働

 主体性を発揮できる １ 職員の意識高揚と人材の育成

　　　　　　　行政システム ２ 総合行政・政策志向型の組織づくり △ 5,980 △ 3,950 △ 3,950 △ 13,880

△ 5,980 △ 3,950 △ 3,950 △ 13,880

1,423,512 3,269,371 2,567,117 1,874,564 9,134,564

＊ 実施計画表の実施年度欄中の表示が［数字］は企業会計のため，この総括表の小計・合計には集計されていません。

＊ 投資的事業の凍結・着工の延期・事業費の見直し等は，投資的事業の見直し一覧表に掲載しています。

小　　　　　　計

小　　　　　　計

合　　　　　　計

総　　　括　　　表　　　　　　　　　　　　　　　総　　　括　　　表　　　　　　　　　　　　　　　総　　　括　　　表　　　　　　　　　　　　　　　総　　　括　　　表　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

 柔軟でスリムな行政システム

小　　　　　　計
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＊ 行 政 改 革 実 施 計 画 表　　　　　　　　　　　　　　　＊ 行 政 改 革 実 施 計 画 表　　　　　　　　　　　　　　　＊ 行 政 改 革 実 施 計 画 表　　　　　　　　　　　　　　　＊ 行 政 改 革 実 施 計 画 表　　　　　　　　　　　　　　　

                                           * 実施年度の「◎」は，検討年度(検討後実施に移すものを含む)を示す。
                                           * 計欄の「－」は，効果見込み額の積算が現時点で困難なもの，又は未定のものを示す。
                                           * ゴシック部分は，今回新たに追加した項目又は内容を見直したものを示す。

柔軟でスリムな行政システム柔軟でスリムな行政システム柔軟でスリムな行政システム柔軟でスリムな行政システム

１　効率的な事務事業の推進 １　効率的な事務事業の推進 １　効率的な事務事業の推進 １　効率的な事務事業の推進 （単位：千円）

1 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

① ◎ ① ◎ ① ◎ ① ◎ ① －

2 ② ◎ ② ◎ ② ◎ ② ◎ ② －

③ 300,000 ③ 300,000 ③ 300,000 ③ 300,000 ③ 1,200,000

3 △ 54,000 397,000 550,000 328,000 1,221,000

　

① 11,349 ① 11,349 ① 11,349 ① 11,349 ① 45,396

4 ② 8,000 ② 8,000 ② 8,000 ② 24,000

5 33,612 120,274 120,274 120,274 394,434

① 25,340 ① 25,340

6 ② ◎ ② －

7 404,800 550,000 550,000 1,504,800

計内　　　　　　　　　　容項　　目　　名
H14 H15 H16

NO 所　管

(1)歳入の確保

(2)事務事業の見直し及
　び経常経費等の節減 財　政　課

行政改革推進室
関係部署

(6)公共工事コストの縮
  減

①工事の計画・設計等の見直し，工事発注の効率化等，公共
　工事コスト縮減に努める。
②平成１５年度以降については，平成１４年度中に見直す。

(4)補助金の見直し ①公社，財団等に対する補助金について１０％の削減をする。
②サマーカーニバル等イベントへの補助金を見直す。

財政課
行政改革推進室
住　宅　課
高年福祉課
生涯学習課
関係部署

財　政　課
行政改革推進室
関係部署

関係部署

(3)投資的事業の見直し 事業の必要性，効果等の視点から緊急度を選択し，休止・延期
等が可能な事業について見直しを行う。
（一覧表参照）

①市単独事業や法令等で定められていない事業について，その
 必要性・効果等の視点から見直す。
②経常経費等について更に節減する。
③予算執行での節減等。

あらゆる角度から歳入の確保について努める。

(5)委託料の見直し 公社，財団等に対する委託料について２０％の削減をする。

財　政　課
住　宅　課
高年福祉課
生涯学習課
ｺﾐｭﾆﾃｨ課
関係部署

建　設　部

(7)公有財産の有効活用 公有財産の有効活用を推進するとともに，処分可能な物件に
ついは売却する。

管　財　課

H17

実　　施　　年　　度
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① ◎ ① ◎ ① ◎ ① ◎ ① －

8 ② 5,100 ② 5,100 ② 5,100 ② 5,100 ② 20,400

③ 151,479 ③ 152,413 ③ 153,689 ③ 153,689 ③ 611,270

④ 2,800 ④ 2,800 ④ 2,800 ④ 8,400

⑤ 3,200 ⑤ 3,200 ⑤ 3,200 ⑤ 9,600

9 ◎ 40,000 40,000

10 ◎ 7,000 7,000 7,000 21,000

11 ◎ 1,293 1,293 1,293 3,879

12 4,920 6,323 6,323 6,323 23,889

13 ◎ ◎ －

14 ◎ －

15 2,954 2,954 2,954 2,954 11,816

16 ◎ －

17 ◎ －

(14)パンフレット類に
　広告を掲載

市及び財団等が作成するパンフレット類に広告を掲載する。

(17)基準外繰出の抑制

(13)留守家庭児童会有
　料化の検討

条例化を図り，平成１６年度実施に向け検討する。
スポーツ・
青少年課

各部総務課

環境施設課

図　書　館

企業会計（病院会計）への一般会計からの基準外繰出しを
原則的に廃止する。

市施設の維持管理業務等を見直し,経費を低減させる。
管　財　課
関係部署

財　政　課

学校給食会の事務を学校教育課に移管済。

学校教育課

計
H14 H15 H16

(16)市施設の維持管理
　業務等の見直し

NO 項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

事前の申込制とし，平成１３年１０月から実施済。

(15)学校給食会の事務
　移管

(12)粗大ごみ収集の有
  料化

(11)自動車文庫の見直
　し

自動車文庫を平成１４年度末に廃止する。

図　書　館

(10)図書館分室の見直
　し

図書館分室のうち，打出分室を当分の間休館する。

(9)市営住宅の廃止統合 翠ヶ丘町木造住宅１戸を廃止し，跡地の有効活用を図る。

住　宅　課

(8)使用料，手数料の
 見直し

①他市の状況，社会経済情勢，受益者負担等の観点から適宜
　見直しを行う。
②建築基準法関係手数料等を平成１４年度に改定済。
③下水道使用料を平成１４年度に改定済。
④市民農園使用料を平成１５年度から改定する。
⑤あしや温泉利用料金を平成１５年度から改定する。

財　政　課
関係部署

所　管
H17

実　　施　　年　　度
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① ◎ ① ◎ ① ◎ ① ◎ ① －

② 407 ② 410 ② 410 ② 410 ② 1,637

③ 470 ③ 470 ③ 470 ③ 1,410

19 7,338 7,338 7,338 7,338 29,352

20 7,082 7,082 7,082 7,082 28,328

21 62,000 62,000 62,000 62,000 248,000

22 100 100 100 100 400

23 568 568 568 568 2,272

24 800 850 850 850 3,350

25 保険年金課 5,400 5,400 5,400 16,200

(26)扶助費の見直し 県基準を上回っているものについては，阪神間各市の状況を参
考に見直しを検討する。
 ①母子・父子家庭医療助成，障害者医療助成，高齢障害者医
 　療助成
 ②福祉金
 ③奨学金

平成１４年度から廃止済。

(19)市内バス停のゴミ
　収集の見直し

平成１４年度から廃止済。

(20)公用車の縮減 平成１４年度から１台縮減済。

企　画　課
行政改革推進室
関係部署

項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

上宮川文化セン
ター

計
H15 H16 H17

実　　施　　年　　度

環境ｻｰﾋﾞｽ課

会　計　課

管　財　課

所　管

(21)市税の前納報奨金
　の廃止

平成１４年度から廃止済。

課　税　課

H14

秘　書　課

平成１４年度から実施済。

平成１４年度から廃止済。

(25)国民健康保険料の
　前納報奨金の廃止

(22)各種挨拶状の発送
　枚数の削減

(24)同和就労促進給付
　の廃止

国民健康保険料の前納報奨金を平成１５年度から廃止する。

18

(18)イベント，フォー
　ラム，講演会等の整
　理

①市主催のイベント等については,当分の間原則廃止とする。
　継続する場合においても所管にとらわれず,共同開催など極
　力経費節減に努める。
②金婚夫婦お祝いの会の事業を見直し経費を節減する。
③菊花展，さつき展の開催を隔年とする。

NO

(23)口座振込通知書の
　廃止

26 関係部署 ◎ ◎ －
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① 490,000 490,000

27 環境管理課 ◎ ② 320,000 320,000

28 環境サービス課 ◎ 93,000 93,000 93,000 279,000

29 児童課 ◎ ◎ －

① ◎ ① ◎ ① ◎ －

30 和風園 ◎ ② 10,000 ② 10,000 ② 10,000 30,000

① ◎ ① ◎ －

31 美術博物館 ② 27,020 ② 27,020 ② 27,020 ② 27,020 108,080

32 美術博物館 ◎ －

33 高年福祉課 19,000 19,000 19,000 57,000

(27)霊園墓地使用者の
　募集

NO

(32)富田砕花顕彰事業
　の休止

当分の間，顕彰事業の休止と旧居の休館を検討する。

①可燃ゴミの収集について，現行週３回を平成１５年度から
　週２回とする。
②ゴミ収集の民間委託区域を，ＪＲ又は国道2号以北に改める。

(33)高齢者バス運賃
　助成事業の見直し

助成額を見直す。

項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

(31)美術博物館の見直
　し

①完全民間委託を検討する。
②平成１５年度から調理業務を民間委託する。

①芦屋市霊園内の三条墓地移転予定地について，使用者の一般
　公募を検討する。
②芦屋霊園の返還墓地・未使用墓地等を整備し，使用者を一般
　公募する。

①芦屋市立美術博物館運営委員会の答申を尊重し，今後の館
　のあり方について抜本的な見直しを検討する。
②美術博物館で行う特別展の回数を縮減する。

(29)市立保育所の民営
　化

待機児童の解消・保育サービスの向上を図るため，市立保育所
の民営化を検討する。

(30)和風園の民間委託

(28)ゴミ収集体制等の
　見直し

計
H14 H15 H16

実　　施　　年　　度

H17
所　管
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２　組織・機構の簡素合理化２　組織・機構の簡素合理化２　組織・機構の簡素合理化２　組織・機構の簡素合理化

34 ◎ ◎ －

35 ◎ ◎ －

36 ◎ ◎ －

37 ◎ ◎ －

38 ◎ ◎ －

39 ◎ ◎ －

40 ◎ ◎ ◎ 22,000 22,000

41 ◎ ◎ －

行政改革推進室
人　事　課

行政改革推進室
人　事　課

行政改革推進室
人　事　課
関係部署

行政改革推進室
生活環境部

(3)環境部門の業務見直
　し

環境部門の業務を見直し，組織・建物の統廃合等を検討する。

児　童　課
学校教育課
関係部署

所　管NO

(2)次長，課長補佐制度
　の適正化

次長，課長補佐制度の見直し，組織規模の適正化を図る。

項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

(1)参事，主幹制度の適
　正化

参事，主幹制度を見直し，組織規模の適正化を図る。

H14 H15 H16

教委総務課
学校教育課

(5)市立幼稚園の統廃合
　の検討

就学前児童をどのように育成していくかの総合的検討を加える
中で，市立幼稚園の統廃合を検討する。

(4)公社，財団等の見直
  し

公社，財団及び外郭団体間における役割分担の見直しや，組
織・機構の簡素合理化を推進するとともに，廃止・統合につい
ても検討する。

教委総務課
学校教育課

(8)市滞納金徴収プロジ
 ェクトの組織づくりの
　検討

市税等の滞納金の情報を一元管理し，徴収効率を向上する組織
づくりを検討する。 行政改革推進室

関係部署

(7)市立芦屋高校の廃校 本市を取り巻く教育事情，財政状況等，総合的な見地から平成
１９年３月３１日に廃校する。

計
H17

実　　施　　年　　度

(6)幼保一元化の検討 就学前児童をどのように育成していくかの総合的検討を加える
中で，幼保一元化を検討する。
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３　適正な定員管理３　適正な定員管理３　適正な定員管理３　適正な定員管理

42 0 13,000 29,500 89,500 132,000

43 ◎ ◎ ◎ ◎ －

４　適正な給与制度４　適正な給与制度４　適正な給与制度４　適正な給与制度

44 △ 780 △ 780 △ 780 △ 780 △ 3,120

45 ◎ ◎ ◎ －

人　事　課 220,000 390,000 370,000 370,000 1,350,000

46

<320,000> <560,000> <530,000> <530,000>

(1)職員定数の見直し
 ①新規職員の採用抑制
 ②勧奨退職制度の見直
　 し
　 特別退職の実施
 ③その他適正化

県下各市及び類似団体の状況を参考に，震災復興事業の進捗及
び全事務事業の見直し等により，平成１５年度から５年間で，
普通会計の職員数を１０％削減する。
 ①事務職・技術職の平成１５年新規採用は実施しない。
 ②現行勧奨退職制度を見直し(勤続年数，年齢を緩和），
　 特別退職制度を検討する。
 ③校務職配置基準，保育職員数など定員の適正化を図る。

行政改革推進室

NO 項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容 所　管

項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

公社，財団等自体の組織，運営の見直しの中で，派遣人数，派
遣形態，給与の負担等について総合的に検討を進める。

(2)公社，財団等への派
　遣職員の見直し

(2)勤勉手当等の見直し 人事評価システムの導入等による見直し。

所　管

人　事　課

人　事　課

<1,940,000>

H17

実　　施　　年　　度

<全職員>

実　　施　　年　　度
計

H14 H15 H16

計
H14 H15 H16 H17

(1)人事評価システムの
　導入

職員の仕事の実績や職務遂行能力等を把握することにより，職
員の能力開発・育成，人事配置，勤勉手当，昇給等に活用す
る。
平成１５年度に試行し，平成１６年度から実施する。

NO

(3)給与水準の抑制
 ①昇給制度の見直し
 ②給料表の見直し等
 ③管理職手当の削減
 ④時間外勤務の上限
　設定
 ⑤旅費の見直し
 ⑥期末･勤勉手当職務
　加算の削減
 ⑦その他手当の見直し

国の給与体系等を参考にして検討する。
 ①５５歳昇給停止。
 ②給料表の見直し及び給与の削減。
 ③管理職手当減額。
　 ・課長級以上 ７～５％減額(平成14年1月～16年3月）
 ④時間外勤務について月間時間数の上限を設定。
 ⑤日当，宿泊料，食事料の見直し。
 ⑥期末・勤勉手当職務加算減額。
 　・課長級以上 ７～６％減額(平成13年12月期～16年3月期）
 ⑦その他手当の見直し。

人　事　課
行政改革推進室
関係部署

8



① 9,645 ① 14,574 ① 14,574 ① 14,574 ① 53,367

47 ② 3,778 ② 7,613 ② 2,553 ② 13,944

５　行政運営プロセスの改善５　行政運営プロセスの改善５　行政運営プロセスの改善５　行政運営プロセスの改善

６　公営企業の経営健全化の推進６　公営企業の経営健全化の推進６　公営企業の経営健全化の推進６　公営企業の経営健全化の推進 ※企業会計は括弧書きとします

① ① ◎ ① ◎ ① ◎ ① －

② [12,282] ② [12,282] ② [18,591] ② [18,591] ② [61,746]

③ [700] ③ [700] ③ [700] ③ [700] ③ [2,800]

④ ◎ ④ ◎ ④ ◎ ④ ◎ ④ －

① [0] ① [75,450] ① [75,450] ① [75,450] ① [226,350]

② [8,100] － － － ② [8,100]

③ [7,869] ③ [10,492] ③ [10,492] ③ [10,492] ③ [39,345]

内　　　　　　　　　　容 所　管

(1)文書事務の合理化の
　推進

庁内ＬＡＮや行政事務用パソコンの活用拡大を図り，文書の作
成から保存，検索，廃棄までを一体的に電子化，ネットワーク
化，データベース化を検討するとともに，紙の使用量削減に努
める。また，今後の情報公開に対応した文書管理のあり方につ
いても検討する。

NO 項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

①料金改定の実施
　財政計画の策定，審議会の設置，料金改定の実施を検討する。
②要員の適正化
　技能職員の欠員不補充及び技能職員将来構想計画を策定する。
③時間外勤務手当の縮減
　時間外勤務手当の縮減を行う。
④時間外勤務の上限設定
　緊急出動等特別な場合を除き，時間外の上限を設定する。
　（平成１４年度から３０時間で設定済。）

NO 項　　目　　名

水道部
　総務課

(2)病院事業の経営健全
　化

(1)水道事業の経営健全
　化

①医薬分業の実施
　医薬分業の実施に向けて引き続き検討する。
②給食業務の民間委託
　治療食は院内調理し，普通食は平成１４年度から委託済。
③初診時特定療養費新設
　初診時特定療養費を新設する。

①給料・調整手当，期末手当を減額する。
　・平成１４年１月～９月　７～３％
　・平成１４年１０月～平成１８年３月　２０～１５％
②特別職等の退職金を２０～１５％減額する。

H16

総務部総務課

病院事務局
　総  務  課
　業　務　課

所　管

人　事　課

H15

実　　施　　年　　度

◎◎ ◎ ◎

実　　施　　年　　度

－

計
H14

48

(4)特別職等の給与等
　減額

49

50

NO 項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容 所　管
H17

計
H14 H15 H16 H17

実　　施　　年　　度

計
H14 H15

H16 H17
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１　適切な市政情報の提供１　適切な市政情報の提供１　適切な市政情報の提供１　適切な市政情報の提供

① ◎ ① ◎ ① ◎ ① ◎ ① －

51 ② ◎ ② ◎ ② ◎ ② ◎ ② －

52 ◎ ◎ ◎ ◎ －

53 ◎ ◎ ◎ ◎ －

54 ◎ ◎ ◎ ◎ －

55 ◎ ◎ ◎ ◎ －

２　市民の行政参加システムの整備２　市民の行政参加システムの整備２　市民の行政参加システムの整備２　市民の行政参加システムの整備

56 ◎ －

57 ◎ ◎ ◎ ◎ －

58 ◎ ◎ ◎ ◎ －

所　管

(1)アカウンタビリティ
（説明責任）向上の推
 進

①アカウンタビリティ（説明責任）向上の推進を検討する。
②情報公開条例を制定（平成１４年４月公布） 関係部署

総務部総務課

項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

広　報　課
関係部署

(2)情報統括センター設
 置の検討

市民と行政あるいは市民間で情報交換ができる地域情報のあり
方を研究するとともに，それらの基幹となる情報統括センター
の設置を検討する。

企　画　課
ｺﾐｭﾆﾃｨ課

(4)図書館開館時間の延
 長

企　画　課

人  事  課
国際文化課

(3)市政情報の内容の改
 善

図　書　館

(1)地区懇談会の再開 市民の声をより一層市政に反映させるため，中断している地区
懇談会を再開する。

ｺﾐｭﾆﾃｨ課

市民生活指標検討委員会（仮称）を設置し検討する。
各部で持っているデータ等を一括管理し，行政内部で活用する
とともに市民にも提供する。

総務部総務課
企　画　課
広　報　課

項　　目　　名

所　管

市民の求める市政情報を的確に把握し，読む側の視点に立った
わかりやすい表現に努める。

NO

市民サービスの観点から，祝日を開館日とし，開館時間の見直
しを行う。（平成１５年度実施に向けて検討）

内　　　　　　　　　　容

市民との協力による行政システム市民との協力による行政システム市民との協力による行政システム市民との協力による行政システム

(5)市民生活指標の検討

(2)パブリックコメント
　制度の研究

重要な政策立案の際には，その趣旨や原案等について広く市民
から意見を求める「パブリックコメント制度」について研究す
る。

(3)審議会等付属機関へ
　の女性登用の推進等

委員の選任方法を見直し，一般市民からの公募の実施をより一
層推進するとともに，女性登用を促進するため，その目標比率
を芦屋市男女共同参画行動計画の中で検討する。

NO
実　　施　　年　　度

H17

計
H14 H15 H16 H17

実　　施　　年　　度
計

H14 H15 H16
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３　市民に分かりやすい行政手続きの推進３　市民に分かりやすい行政手続きの推進３　市民に分かりやすい行政手続きの推進３　市民に分かりやすい行政手続きの推進

59 ◎ ◎ ◎ ◎ －

４　公共的分野における民間との協働４　公共的分野における民間との協働４　公共的分野における民間との協働４　公共的分野における民間との協働

① ◎ ① ◎ ① ◎ ① ◎ ① －

② ◎ ② ◎ ② ◎ ② ◎ ② －

③ ◎ ③ ◎ ③ ◎ ③ ◎ ③ －

① ◎ ① ◎ ① －

61 ② ◎ ② ◎ ② －

③ ◎ ③ ◎

62 ◎ －

63 ◎ ◎ ◎ ◎ －

64 ◎ ◎ ◎ ◎ －

行政改革推進室
企　画　課
関係部署

(1)事務事業のアウトソ
　ーシングの検討

外部委託について，経済性，効率性，適応性等を考慮のうえ，
適正な定員管理を図りながら，実施に向けて検討する。
①社会教育施設での受付等の業務再委託を検討する。
②内部事務（給与計算等）の業務委託を検討する。
③民間派遣社員の受け入れを検討する。

行政改革推進室
企　画　課
関係部署

所　管

(1)ワン･ストップ･サー
　ビス実施の検討

H16

ｺﾐｭﾆﾃｨ課

(2)公共施設への民間活
　力の導入の検討

①海浜公園プールの運営管理について民間委託を検討する。
②谷崎潤一郎記念館の運営について民間活力の導入を検討す
　る。
③その他すべての公共施設への民間活力導入を検討する。

計
H14

実　　施　　年　　度

H17H15

スポーツ・青少年
課

美術博物館
関係部署

(3)駅前保育所の誘致の
　検討

就学前児童をどのように育成していくかの総合的検討を加える
中で，民間活力の導入による駅前保育所の誘致を検討する。

児　童　課

(4)ＰＦＩの積極的導入 民間の資金とノウハウを活用するため，PFIの積極的導入に向け
た検討を行う。 行政改革推進室

関係部署

(5)ボランティアネット
　ワークの推進

市内のNPOやボランティア団体のネットワーク化を推進し，持続
的，安定的な組織として発展し，まちづくりに寄与できるよ
う，その活動の支援をするとともに，各分野において具体的な
協働を推進する。

NO 項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

手続きの簡素化による申請時の負担軽減を図るとともに，市民
サービスの向上と処理の迅速化を一層推進するため，ワン･ス
トップ･サービスの実施について検討する。

60

NO 項　　目　　名
実　　施　　年　　度

H14 H15 H16 H17
内　　　　　　　　　　容 所　管 計
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１　職員の意識高揚と人材の育成１　職員の意識高揚と人材の育成１　職員の意識高揚と人材の育成１　職員の意識高揚と人材の育成

65 ◎ －

66 ◎ ◎ －

① ◎ ① ◎ ① ◎ ◎ ① －

67 ② ◎ ② ◎ ② ◎ ◎ ② －

① ◎ ① －

68 ② ◎ ② －

２　総合行政・政策志向型の組織づくり２　総合行政・政策志向型の組織づくり２　総合行政・政策志向型の組織づくり２　総合行政・政策志向型の組織づくり

① ◎ ① －

69 ② ◎ ② －

70 ◎ ◎ －

71 ◎ －

72 ◎ △ 5,980 △ 3,950 △ 3,950 △ 13,880

所　管 計
H14 H15 H16

実　　施　　年　　度

H17

計
H14

行政改革推進室

(3)研修等の充実 ①一般研修等
　職場における人材育成のための職場研修（OJT）や政策形成
　能力向上のための政策法務研修などを充実する。
②派遣研修
　行政能力向上のため，自治大学校，企業派遣研修等の派遣
　研修の充実を図るとともに，先進都市への視察研修も推進す
　る。

人　事　課

H15 H16 H17
所　管

(2)総務課機能の充実 総務課機能を充実し，全庁的な調整機能の役割を明確化する。
総務部総務課
行政改革推進室
関係部署

(4)職員の意識改革
　組織の活性化

①市長，助役へ職員からの意見・提案を行えるよう電子メール
　を活用した目安箱を設置する。
②職員のコスト意識醸成のため時間単価を給与明細に表示す
　る。

人　事　課
情報推進課
関係部署

(1)庁議・管理会議の活
　性化

①庁議・管理会議のあり方を再検討するとともに活性化を
　図る。
②庁議へのＩＴ活用（会議でのペーパーレス化を目指す） 企　画　課

(4)事務事業評価システ
　ムの導入

簡素で効率的な行政運営を基本目標に事務事業評価システムの
構築を図る。平成１４年度は１課１事業の試行評価を行う。 行政改革推進室

関係部署

(3)企画調整会議の設置 政策課題の把握や調査研究に対する評価を積極的に行い，市政
経営戦略を構築するため企画調整会議を設置する。

企　画　課

人　事　課

項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

(1)「芦屋市人材育成基
　本方針」の策定

主体性を発揮できる行政システム主体性を発揮できる行政システム主体性を発揮できる行政システム主体性を発揮できる行政システム

NO 項　　目　　名 内　　　　　　　　　　容

職員の能力開発を効果的に推進するため，人材育成の目的，方
策（学習的風土づくり，職員研修の充実，人材育成推進体制
等）を明確にする。

(2)職務権限規定の見直
　し

迅速な組織運営及び事務事業の効率化を図るため，職務権限の
委譲範囲の拡大を検討する。

NO

実　　施　　年　　度
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投資的事業の見直し一覧表
（平成１４年度～平成１７年度）



投資的事業の見直し一覧表（事業の凍結，事業着工の延期，事業費の見直し等）
（単位：百万円）

NO 項　　　目　　　名 内　　　　　容 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 合　計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40

170

100

15

△ 64 △ 64

西部第二地区土地区画整理事業 事業年次計画の見直し △ 157 △ 157

西部第一地区土地区画整理事業 事業年次計画の見直し

公園整備事業（中央・西部地区） 事業年次計画の見直し △ 55

都市計画街路事業（稲荷山・松浜線） 事業着工の延期

都市計画街路事業（山手幹線・川西線） 事業年次計画の見直し △ 72 △ 10 2

23 113

△ 55

△ 80

852

136

JR芦屋南地区市街地再開発事業 事業着工の延期 342 340

地区集会所整備 事業着工の延期

△ 14

庁舎周辺整備 事業費の見直し 18 15

30 130

15 63

40 32

火葬場整備 事業費の見直し

道路修景整備事業 事業費の見直し △ 88 40

113 △ 127

六麓荘地区都市基盤整備 事業費の見直し △ 23 △ 23

1



12

13

14

15

16

17

18

19

20

50

7

10

550

70

20

20

20

3 3 31

山手第一地区都市基盤整備事業（東芦屋地区） 事業着工の延期 2 2 4

93

防災整備（貯水槽，備蓄倉庫，消防車等） 事業費の見直し

小中学校校舎整備事業 事業着工の延期 △ 25 48

13 12

学校園施設整備事業 事業費の見直し △ 53 20

20 △ 22

交通安全施設等整備事業 事業費の見直し 19 20

20 7

20 79

50 200

ルナホール施設整備 事業費の見直し

美術品購入 凍　結 50 50

△ 32 △ 30

そ　の　他 事業費の見直し △ 49 10

狭隘道路整備事業 事業費の見直し 7 7 7 28

10 △ 19

1,221△ 54
＊一般財源ベース（南芦屋浜関連事業は除く）

397 328

2


